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町
政
の
主
要
事
項

報
告
か
ら

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

町
の
対
応 

―
―

　

感
染
症
対
策
事
業
の
進
捗
状

況
で
す
が
、
特
別
定
額
給
付
金

事
業
に
つ
い
て
は
、
６
月
４
日

現
在
、
全
体
の
９
割
を
超
え
る

２
５
０
７
世
帯
の
申
請
を
受
付

し
、
２
４
３
１
世
帯
へ
の
給
付
が

完
了
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
引
き

続
き
、
早
期
給
付
完
了
に
向
け
取

り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
休
業
や
時
間
短
縮
営

業
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
企
業
、

事
業
所
等
へ
の
経
済
支
援
事
業
な

ど
の
申
請
受
付
を
６
月
１
日
か
ら

開
始
す
る
と
と
も
に
、
町
内
で
の

消
費
喚
起
を
図
る
た
め
の
商
品
券

　

６
月
５
日
か
ら
９
日
ま
で
を
会
期
に
開
か
れ
た
令
和
２
年
第
５
回

町
議
会
定
例
会
で
は
、
令
和
２
年
度
補
正
予
算
な
ど
、
町
政
に
お
い

て
当
面
す
る
重
要
な
議
案
20
件
お
よ
び
報
告
３
件
が
審
議
さ
れ
ま
し

た
。
町
政
の
主
要
事
項
報
告
の
内
容
お
よ
び
可
決
さ
れ
た
議
案
は
次

の
と
お
り
で
す
。

の
配
布
を
来
週
か
ら
順
次
進
め
て

い
き
ま
す
。

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
へ
の
取
り

組
み
―
―

　

本
町
で
は
、
本
制
度
活
用
に
向

け
た
地
域
再
生
計
画
を
国
に
提
出

し
、
本
年
３
月
31
日
付
け
で
認

定
、
４
月
に
は
企
業
か
ら
の
寄
付

１
件
を
受
理
し
ま
し
た
。

西
会
津
診
療
所
に
お
け
る
非
常
勤

医
師
の
採
用 

―
―

　

西
会
津
診
療
所
の
内
視
鏡
検
査

に
つ
い
て
は
、
４
月
よ
り
会
津
医

療
セ
ン
タ
ー
消
化
器
内
科
か
ら
毎

月
第
１
・
第
３
・
第
５
火
曜
日
に

医
師
を
派
遣
し
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
が
、
６
月
か
ら
は
喜
多
方
市
の

医
療
法
人
佐
原
病
院
か
ら
、
毎
月

可
決
さ
れ
た
議
案

◆  

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条

例
の
一
部
改
正
＝
行
政
手
続
き

等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術

の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
伴
う
改
正

◆ 

町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

改
正
条
例
＝
国
保
加
入
者
の
う

ち
被
雇
用
者
に
対
し
て
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る

な
ど
し
て
療
養
に
よ
り
労
務
に

服
せ
な
か
っ
た
場
合
等
の
傷
病

手
当
金
の
支
給
に
関
す
る
改
正

◆ 

町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正
＝
地
方
税
法
の
改
正
に

伴
う
課
税
限
度
額
の
引
き
上
げ

等
お
よ
び
国
保
加
入
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
の
国
保
運
営

基
金
を
活
用
し
た
減
税
の
た
め

の
税
率
等
の
変
更

◆ 

町
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４

次
）＝
給
食
セ
ン
タ
ー
の
ボ
イ

ラ
ー
更
新
費
な
ど
の
追
加
に
よ

り
２
６
７
５
万
円
を
増
額

◆ 

町
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算（
第
２
次
）
＝
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
対
策
に
係
る
傷
病
手
当
金
を

計
上

◆ 

財
産
の
取
得
＝
迅
速
で
効
率
的

な
除
雪
作
業
を
実
施
す
る
た
め

幹
線
道
路
除
雪
に
適
し
た
除
雪

グ
レ
ー
ダ
の
新
規
購
入

◆ 

町
農
業
委
員
会
委
員
の
選
任
へ

の
同
意
＝
岩
原
稔
さ
ん
（
７
町

内
）、
江
川
政
次
さ
ん
（
牧
）、

渡
部
定
衛
さ
ん
（
萱
本
）、
佐

藤
正
光
さ
ん
（
下
小
島
）、
三

留
弘
法
さ
ん
（
さ
ゆ
り
が
丘
）、

江
川
新
壽
さ
ん
（
上
野
尻
）、

星
敬
介
さ
ん
（
上
野
尻
）、
小

原
利
道
さ
ん
（
宝
川
）、
仲
川

久
人
さ
ん
（
呼
賀
）、
佐
藤
健

一
さ
ん
（
橋
立
）、
三
瓶
常
夫

さ
ん
（
山
浦
）、
矢
部
幸
彦
さ

ん
（
宮
野
）
の
選
任
に
同
意

◆ 

町
長
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
制
定
＝
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴
う
町
内

の
厳
し
い
経
済
情
勢
に
鑑
み
、

町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
の
給

料
を
減
額

◆ 

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
の
特
例

に
関
す
る
条
例
の
制
定
＝
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
伴

う
町
内
の
厳
し
い
経
済
状
況
を

踏
ま
え
、
議
員
報
酬
を
削
減
す

る
た
め
の
制
定

第
２
・
第
４
水
曜
日
に
酒さ
か

井い

一か
ず

吉よ
し

医
師
を
派
遣
し
て
も
ら
え
る
こ
と

に
な
り
、
週
一
回
の
内
視
鏡
検
査

体
制
を
確
保
で
き
ま
し
た
。

鳥
獣
被
害
の
防
止
対
策 

―
―

　

昨
年
度
と
比
較
し
大
幅
に
増
額

し
た
予
算
で
電
気
柵
の
導
入
な
ど

の
各
種
被
害
対
策
に
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
イ
ノ
シ
シ
を

始
め
と
す
る
鳥
獣
被
害
の
防
止
対

策
に
つ
い
て
は
、
捕
獲
活
動
は
も

と
よ
り
、
電
気
柵
の
設
置
等
に
よ

る
被
害
防
止
と
、
追
い
払
い
や
集

落
周
辺
の
環
境
整
備
等
に
よ
る
出

没
抑
制
対
策
を
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く

組
み
合
わ
せ
て
取
り
組
ん
で
い
き

ま
す
。

議
案
20
件
、
報
告
３
件
を
審
議

６
月
町
議
会
定
例
会
報
告
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図表１ 国保財政運営の役割分担

町は加入者から国保税を集め、
県に「納付金」を納めます。

交
付
金

交
付
金

（
保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
）

納
付
金

納
付
金

県は市町村が支払う納付金や
公費を財源にして、保険給付
に必要な費用の全額を市町村
に交付します。

県

西会津町西会津町 Ａ市 Ｂ村

〇〇市 〇〇村

32

33

34

35

36

37

38

39

40

平成 27 平成 29平成 28 平成 30 令和元

（万円）

県平均

町平均

322,721円

330,323円 335,132 円

389,510 円

356,482 円

339,151円

354,013 円

375,923 円

341,164 円

392,039 円

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
す
る

皆
さ
ん
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
、
誰
も
が
少
な
い
負
担
で
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
制
度
で
、
加
入
者
同

士
が
互
い
に
助
け
合
う
相
互
扶
助

の
精
神
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
平
均
で
一
人
当
た
り
３
４
３
６
円
、
一
世
帯
当
た
り
８
３
９
３
円
の
減
税

国
保
税
の
税
率
を
改
正
し
ま
す

　

本
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）
の
税
率
が
６
月
議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ
、
決
定
し
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
基
金
（
預
金
）
か
ら
減
税
財
源
を
計
画
的
に
充
当
し
、
国
保
税
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

今
月
号
で
は
、
そ
の
内
容
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

町
と
県
が
協
力
し
て
運
営

国
民
健
康
保
険
と
は

町
の
役
割

　

こ
れ
ま
で
通
り
、
被
保
険
者

証
（
以
下
、
保
険
証
）
の
交
付
事

務
や
保
険
給
付
な
ど
の
申
請
・
届

出
、
国
保
税
の
課
税
・
徴
収
、
特

定
健
診
な
ど
の
保
健
事
業
は
、
引

き
続
き
町
役
場
で
行
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
国
保
税
な
ど
を
財
源

に
県
へ
納
付
金
を
納
付
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
国
民
皆
保

険
制
度
の
基
盤
と
な
る
仕
組
み
で

す
が
、「
高
齢
者
の
加
入
割
合
が

高
く
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費
が

高
い
」「
財
政
基
盤
が
不
安
定
」

と
い
っ
た
構
造
的
な
課
題
を
抱
え

て
い
ま
す
。

　

こ
の
国
民
皆
保
険
制
度
を
将
来

に
わ
た
っ
て
守
り
続
け
る
た
め
、

図表２　令和２年度の税率と税額 ※（　　）内は前年度比 税
率
と
税
額
の
算
定

県
の
役
割

　

県
は
、
市
町
村
か
ら
の
国
保
事

業
費
納
付
金
（
以
下
、
納
付
金
）

や
国
の
補
助
金
等
を
財
源
と
し
て

保
険
給
付
に
必
要
な
費
用
を
全

平
成
30
年
度
か
ら
都
道
府
県
が
市

町
村
と
と
も
に
国
民
健
康
保
険
の

保
険
者
に
な
り
、
協
力
し
て
運
営

を
担
い
、
安
定
的
な
財
政
運
営
と

効
率
的
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す

（
図
表
１
を
参
照
）。

　

国
保
税
は
、
①
国
保
加
入
者
の

医
療
費
の
状
況
に
よ
っ
て
決
め
る

「
医
療
分
」、
②
国
全
体
の
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
医
療
費
の
状

況
に
よ
っ
て
決
め
る
「
後
期
高
齢

者
支
援
金
分
」、
③
国
全
体
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
の
状
況
で
決
め
る

「
介
護
保
険
分
」
の
３
つ
の
区
分

で
必
要
額
を
算
定
し
、
税
率
を
決

定
し
ま
す
。

　

国
保
税
必
要
額
は
、
県
が
各
市

町
村
の
医
療
費
水
準
や
所
得
水
準

等
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
納
付
金

な
ど
の
歳
出
総
額
か
ら
、
国
が
市

町
村
に
交
付
す
る
補
助
金
な
ど
を

差
し
引
い
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
税
額
は
、
３
つ
の
区
分

ご
と
に
所
得
割
・
均
等
割
・
平
等

（
世
帯
）
割
の
３
方
式
で
算
定
さ

れ
ま
す
。

　

国
保
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
県
が
国
保
財
政
の
運
営
主
体

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
将
来
的
に

は
県
統
一
に
向
け
た
検
討
が
進
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

額
、
各
市
町
村
に
交
付
し
ま
す
。

　

ま
た
、
財
政
運
営
の
責
任
主
体

と
な
り
、
市
町
村
事
務
の
効
率
化

を
図
る
な
ど
、
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。

本
年
度
の
税
率
と
税
額

医
療
分
＝
納
付
金
や
保
健
事
業

費
等
の
支
出
費
用
か
ら
国
保
税
の

必
要
額
を
算
出
し
、
税
率
を
算
定

し
ま
す
。
加
入
者
数
の
減
少
な
ど

に
よ
り
、
所
得
割
は
昨
年
度
よ
り

引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
が
、
加
入

者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
基
金

（
貯
金
）
か
ら
減
税
財
源
と
し
て

４
０
０
万
円
を
充
当
し
、
負
担
の

軽
減
を
図
り
ま
し
た
。
今
後
も
将

来
的
な
国
保
税
の
県
統
一
化
を
見

据
え
、
計
画
的
に
基
金
を
活
用
し

て
い
き
ま
す
。

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
＝
75
歳

以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
経
費
を
国
全
体
で
賄
う

た
め
、
国
保
で
も
一
定
割
合
を
負

担
し
て
い
ま
す
。
県
が
示
し
た
納

付
金
を
基
に
算
定
し
た
結
果
、
引

き
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。

介
護
保
険
分
＝
40
歳
か
ら
64
歳

ま
で
の
国
保
加
入
者
は
、
介
護
保

険
料
を
国
保
税
と
し
て
納
め
て
い

ま
す
。
県
が
示
し
た
納
付
金
を
基

に
算
定
し
、
加
入
者
数
の
減
少
な

ど
に
よ
り
所
得
割
は
増
額
と
な
り

ま
し
た
が
、
均
等
割
と
平
等
割
は

引
き
下
げ
と
な
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
で
算
定
し
た

結
果
、
今
年
度
は
昨
年
と
比
較

し
て
、
基
金
か
ら
の
充
当
な
ど

に
よ
り
、
平
均
で
１
人
当
た
り

３
４
３
６
円
、
１
世
帯
当
た
り
は

８
３
９
３
円
の
減
額
と
な
り
ま
し

た
（
図
表
２
を
参
照
）。

健
康
づ
く
り
に

取
り
組
み
ま
し
ょ
う
！

　

国
保
の
医
療
費
の
増
加
は
、
国

保
税
額
の
引
き
上
げ
に
つ
な
が
り

ま
す
（
グ
ラ
フ
１
参
照
）。
町
で

は
医
療
費
の
増
加
を
抑
え
る
た

め
、
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
向

け
、
各
種
健
（
検
）
診
を
実
施
し

て
い
ま
す
。
国
保
の
特
定
健
診

は
、
１
年
に
一
度
７
３
０
０
円
相

当
の
検
査
を
無
料
で
受
け
ら
れ
、

自
身
の
体
の
状
態
が
確
認
で
き
る

チ
ャ
ン
ス
で
す
。
ま
た
、
生
活
習

慣
全
般
に
対
す
る
健
康
意
識
の
向

上
と
健
康
づ
く
り
の
た
め
、
家
庭

で
の
血
圧
測
定
の
習
慣
化
と
「
健

康
ポ
イ
ン
ト
手
帳
」
の
取
り
組
み

を
セ
ッ
ト
で
推
進
し
て
い
ま
す
。

保
険
証
の
更
新

　

８
月
に
国
保
お
よ
び
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
証
の
一
斉
更
新
を

行
い
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
末
ま

で
に
各
世
帯
の
世
帯
主
（
後
期
高

齢
者
医
療
は
本
人
）
宛
て
に
郵
送

さ
れ
ま
す
の
で
、
お
手
元
に
あ
る

保
険
証
の
有
効
期
限
が
切
れ
ま
し

た
ら
、
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
郵

送
す
る
か
、
町
の
健
（
検
）
診
時

な
ど
に
返
却
を
お
願
い
し
ま
す
。

区分 説明 医療分 後期高齢者
支援金分 介護保険分 全体の税額に占

める割合

所得割 国保加入者の前年の所得に応じて
計算

6.75㌫
（＋ 0.03㌽）

2.90㌫
（－ 0.01㌽）

2.84㌫
（＋ 0.08㌽）

49㌫
（± 0㌽）

均等割 国保加入者一人当たりの負担額 22,400 円
（－ 600 円）

9,600 円
（－ 400 円）

11,100 円
（－ 500 円）

35㌫
（± 0㌽）

平等割 １世帯当たりの負担額 16,500 円
（－ 700 円）

7,200 円
（－ 400 円）

5,800 円
（－ 200 円）

16㌫
（± 0㌽）

区分 医療分 後期高齢者
支援金分 介護保険分 計

1 人当たりの平均負担額 54,901 円
（－ 1,833 円）

23,414 円
（－ 890 円）

26,857 円
（－ 713 円）

105,172 円
（－ 3,436 円）

１世帯当たりの平均負担額 84,484 円
（－ 4,896 円）

36,030 円
（－ 2,259 円）

30,561 円
（－ 1,238 円）

151,075 円
（－ 8,393 円）

　
「
自
分
の
健
康
は
自
分
で
管
理

す
る
」
を
意
識
し
て
、
楽
し
み
な

が
ら
健
康
増
進
に
取
り
組
み
ま

し
ょ
う
。

グラフ１
　１人あたりの医療費の年度推移

〈問い合わせ先〉
　（国保税に関すること）町民税務課 税務係　☎４５－２２１２

　（保険証に関すること）健康増進課 国保係　☎４５－４５３２
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町からのお知らせ ニュース＆ 町からのお知らせ ニュース＆

Ａ棟Ａ棟 Ｂ棟Ｂ棟

間取り例
Ｂ棟 101 号

間取り例
Ａ棟 101 号

102 号

※完成イメージ図 ※完成イメージ図

（ 1 2戸）（ 1 2戸） （４戸）（４戸）

森野集会所を訪れた薄町長森野集会所を訪れた薄町長

配付されたハンドソープ配付されたハンドソープ

　町では、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の

一環として、町独自で 16 歳以上（今年度中に 16 歳

になる方を含む）の町民の皆さんを対象とし、１人あ

たり 25 枚の不織布マスクと１枚の布マスクの配付を

行いました。

　４月に続き、第２弾のマスク配付となった今回は、

５月 26 日から 27 日にかけて、町内各地区の集会所

などに町職員が出向き、各世帯に事前に配られた引換

券とマスクを交換する形で直接配付しました。引換券

には、日常生活での心配ごとや、健康状態について記

入する欄を設け、町保健師らが町民の皆さんから相談

を受けたり、アドバイスをしたりしました。

　また、６月３日からは自治区長を通して、町内全世

帯を対象に、１世帯につき１本のハンドソープを配付

しました。ハンドソープのラベルには、正しい手の洗

い方が記載され、町民の皆さんに、手洗いの習慣化や、

引き続き新型コロナウイルスの感染拡大防止に取り組

むよう呼び掛けました。

町独自の新型コロナウイルス感染症予防対策

町民へマスクとハンドソープを配付町民へマスクとハンドソープを配付

「地域とともにある学校づくり」に向けて

第１回西会津町学校運営協議会を開催第１回西会津町学校運営協議会を開催
　５月 29 日に、今年４月より設置された西会津町学校運

営協議会の初めての会議が、西会津中学校多目的ホールで

開催されました。

　この日は、各学校の保護者や、地域住民の皆さん 25 名

からなる委員に任命書が交付され、この中から長谷沼清𠮷

さんが会長に選任されました。長谷沼会長は、「子どもた

ちは地域で知恵を出し合い育てるもの。それぞれの立場で

意見を出していってほしい」とあいさつしました。

　会議では、両学校長より今年度の学校運営方針などにつ

いて説明があり、その後、各部会に分かれて意見交換を行

いました。

◆コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは
　学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に

協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める、法律に基づい

た仕組みです。

西会津町若者向け住宅（西会津町第３定住促進住宅）西会津町若者向け住宅（西会津町第３定住促進住宅）
９月完成予定９月完成予定
　町では、「若者等の移住・定住の促進と人口の流出抑制」「町内企業等の安定した労働力の確保」「野　町では、「若者等の移住・定住の促進と人口の流出抑制」「町内企業等の安定した労働力の確保」「野

沢まちなかの活性化」を目的に、旧野沢保育所跡地に、主に一人暮らし世帯向けアパートの整備を進め沢まちなかの活性化」を目的に、旧野沢保育所跡地に、主に一人暮らし世帯向けアパートの整備を進め

ています。今後、ケーブルテレビや町ホームページなどを通じて入居者の募集を行います。ています。今後、ケーブルテレビや町ホームページなどを通じて入居者の募集を行います。

使 い や す い・き れ い・安 全 ～ 快 適 な 居 住 空 間 を 提 供使 い や す い・き れ い・安 全 ～ 快 適 な 居 住 空 間 を 提 供

★所在地　西会津町野沢横町（旧野沢保育所跡地）所在地　西会津町野沢横町（旧野沢保育所跡地）
★構造等　軽量鉄骨造２階建て、２棟 16 戸構造等　軽量鉄骨造２階建て、２棟 16 戸
★家　賃　３８，０００～４０，０００円（駐車場１台込）家　賃　３８，０００～４０，０００円（駐車場１台込）
★間取り　１ＬＤＫ（40.20 ～ 40.44㎡）間取り　１ＬＤＫ（40.20 ～ 40.44㎡）
　　　　　　　  　　　　　　　  ※リビング・ダイニングキッチン約 10 帖 ＋ 寝室約６帖※リビング・ダイニングキッチン約 10 帖 ＋ 寝室約６帖

〈問い合わせ先〉企画情報課　☎４５－４５３６　✉kikaku@town.nishiaizu.fukushima.jp
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　新型コロナウイルス感染症が全世界に猛威を振る

い、日本においても首都圏を中心に全国的に拡大し

たが、ようやく落ち着きつつある。この間、緊急事

態宣言が発令され、町民の皆さんには感染拡大防止

のために、全ての公共施設の休館や、イベント・各

種行事の中止、小中学校の休業および不要不急な外

出の自粛など、大変なご不便をかけた。特段のご理

解とご協力をいただき、町から一人も感染者が出な

かったことに、衷心より感謝と御礼を申し上げる。

また、感染症予防のためのマスクや消毒液が購入で

きない状況が続き、町民の皆さんも大変な苦労をし

たが、そんな中、町内の企業数社および町外の企業

から、マスクや消毒液、体温計などをご寄附いただ

き、小中学生をはじめ、町民の皆さんにマスクやハ

ンドソープを配付することができた。このような大

変な時に、温かい手を差し延べていただいたことに、

心から感謝し御礼を申し上げる次第である。

　５月 14 日、緊急事態宣言が解除され、さゆり公

園などの公共施設の利用再開、道の駅やロータスイ

ンなどの施設の営業が再開され、コロナから解放さ

れてきた。通常の生活に戻るにはまだまだ時間が必

要であるが、これからの時代は、ウイルスとの共存

と新しい生活様式に変えていくことが求められてお

り、一人一人の意識が重要になる。これまで同様、

気を引き締めてまちづくりに邁進していくので、町

民の皆さんのご協力をお願いしたい。

西会津町長

町 長 コ ラ ム  その 1 7

　６月 15 日、集落支援担当の地域おこし協力隊として新た

に着任した池
いけ

田
だ

潤
じゅん

さん（島根県出身）の辞令交付式が行われ

ました。式では、薄町長が「町の集落活性化のため、新しい

風を吹かせてもらいたいと思います」とあいさつしました。

　池田さんは、高齢化率の高い集落の見守りや、集落機能の

維持を中心に活動していきます。町で活動する地域おこし協

力隊は池田さんを含め、全員で 14 名になりました。

集落支援員と連携し、集落機能の維持を図る

新たな地域おこし協力隊が着任新たな地域おこし協力隊が着任

　６月 10 日、JUKI 会津株式会社の鈴木将義社長が町教育委

員会を訪れ、布製マスク 450 枚を寄贈しました。

　今回寄贈された布製マスクは、JUKI 会津のグループ会社

で製作したものです。マスクには「新型コロナウイルスに負

けないよう、みんなで頑張りましょう」というメッセージが

添えられ、西会津小学校・中学校の児童生徒に配布されまし

た。

ご支援ありがとうございます

JUKI 会津株式会社がマスクを寄贈JUKI 会津株式会社がマスクを寄贈

Nishiaizu　2020・７ │ 12


	P7
	P8-11
	P12



